
 

 
 建設企業の技術者が、中堅社員に求められる若手社員の育成や現場のマネジメント能力を総合的に

向上させるとともに、関係法令等に関する最新の知識を身に付けるためのオンラインセミナーを開催し

ます。 

 受講料は無料ですので、ぜひ、お気軽にご参加ください。 

 

 

 

令和８年２月２７日（金） 午前の部 ９：００～１２：００（受付 ８：３０～） 

午後の部１３：３０～１６：３０（受付１３：００～） 

       オンライン（Ｚｏｏｍ配信） 

広島県内建設企業の技術者 

       各回４５名（定員になり次第、締切。午前の部・午後の部あわせて１社２名まで） 

       無 料 

       令和８年２月１２日（木）～ 令和８年２月２３日（月・祝） 

        ※広島県電子申請システムより申し込んでください。 

       セミナーの詳細や申込みについては、県ホームページをご確認ください。 

       https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kensetsugyo-miryoku/gijutsu-r7.html 

 

 

 

          中村
なかむら

 伸
しん

 氏 
（株式会社日本コンサルタントグループ 建設産業研究所） 

 

           午前の部・午後の部 共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主    催  広島県 

 問い合わせ先  広島県土木建築局建設産業課  電 話：０８２－５１３－３８２２  

         担当：池田・森山       メール：dokensetsu@pref.hiroshima.lg.jp 

建設 DX・働き方改革・担い手 3 法を正しく理解し、中堅社員が現場判断と法令・制度を結び付

けてリスクを管理できる力を養い、現場と会社の両方を守る人材としての役割を果たすことができ

るようになることを目的とします。 

CPDS 認定講習として、中堅社員に求められる役割の確認、建設業に求められていることを理解

する機会です。 

定 員 

対 象 

講習概要 

カリキュラム 

申 込 

受講料

講   師 

日 時 

広島県 

ＣＰＤＳ認定講座（3 ユニット） 

１ 建設 DX 

・DX の定義 

・建設業の生産性と、建設 DX 

・建設業の問題と、問題解決 

のための建設 DX 事例 

テーマ 

２ 建設業の働き方改革 

・働き方改革の内容 

・建設現場への影響と対応 

ポイント 

・マネジメントにおける 

NG 行動、正しい管理行動 

３ 担い手 3 法 

・建設業法、入札契約適正化法、 

品確法の改正内容 

・担い手 3 法と現場の関係 

・違反の具体事例 

・会社を守る視点と、 

自身に求められている役割 

方 法 

「建設ＤＸ・建設業の働き方改革・担い手３法」と 

「現場を回しながら会社を守る世代の責任」との関係性 

詳 細 


